
令和５年４月 

 

保護者の皆様 

 

日頃より EISUみらい塾の療育につきまして、ご理解ご協力いただきありがとうございま

す。 

さて、「EISUみらい塾 ご利用案内」を作成しました。これまで口頭で説明させていただ

いていた内容についてまとめておりますのでご活用ください。 

特にお知りおきいただきたいことは次の２点ですので、ご確認をお願いいたします。 

① 保護者の方の送迎について→送迎時の注意事項、満車の場合の駐車場所について説明

しています。 

② 連絡・相談について→「日時予約」の相談についてお知らせしています。相談を希望

される場合は遠慮なくお申し出ください。 

 

何卒ご理解いただき、今後ともご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

                          EISUみらい塾 

 

 

 

 



 

 

学校法人英数学館 放課後等デイサービス 

EISU みらい塾 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 改訂 

ご利用案内 

〒720-0072    福山市吉津町１２－７ 

  TEL      （０８４）９７３－０３０１ 

  FAX      （０８４）９７３－０３０２ 

 E-mail      mirai-f@eisu.ac.jp 



１ 私たち「EISUみらい塾」の思い 

 EISU みらい塾は学校法人英数学館が運営する放課後等デイサービスです。隣接する「並木学院福山高

等学校」と連携を密にし、適切な学習支援を行うことに重点を置いて、一人ひとりの子どもの優れた能

力を最大限に引き伸ばしていきます。 

 また、その子らしさが発揮できる安心で安全な療育の場づくりを行います。 

 そして、ここに通ってくる子どもたちと共にしっかりと前を向いて未来を見

据え未来を切り開いていきたい。これが私たちの目指す「療育」です。   

  

２ 「EISUみらい塾」のコンセプト 

 個別療育と集団療育を組み合わせて個々の特性や困りごとに幅広く対応していきます。   

    お子様に合ったサポート    様々な体験や関わりをサポート           

 ＊子どもとスタッフ、保護者の方とスタッフ、子ども同士のコミュニケーションを大切にします。 

 ＊一人ひとりの顔を思い浮かべながらスタッフがお子様に合った手作り教材を準備しています。 

 ＊希望者には AI搭載デジタル教材「すらら」を使った個別学習を取り入れています。（月額 770円） 

 ＊ソーシャルスキルトレーニングを取り入れ、人間関係づくり・社会性の発達の基礎を培います。 

 ＊必要に応じてビジョントレーニングや認知トレーニング（コグトレ）を取り入れています。 

 ＊お子様の興味関心に対応できるようにスタッフは情報収集に努め、準備をしています。 

 

  

 

 

 



３ 療育内容・1時間の流れ 

 時間の目安 療育内容 備考 

準
備 

2～３分 学習準備・目標設定 担当職員と一緒に目標を決めます。 

療
育
Ⅰ
「
学
習
」 

25～45分 

①学習（プリント、AI 搭載デジタル

教材「すらら」、宿題 等） 

②ソーシャルスキルトレーニング 

③ビジョントレーニング 

④コグトレ（認知トレーニング） 

⑤「聞く」トレーニング 

＊片づけ・帰りの準備 

①は３０分以上 

②～⑤の中からいくつか組み合わせて、

個々に応じた療育を計画します。 

 

 

＊宿題のサポートもしています。 

＊必要に応じて、職員が手作りで教材を準

備しています。 

＊「すらら」は職員から目標を配信する場

合があります。 

療
育
Ⅱ
「
自
己
選
択
活
動
」 

5～20分 

・カードゲーム、ボードゲーム等 

・創作活動（工作等） 

・パソコン（「すらら」、タイピング、

プログラミング、ゲーム等） 

・体育的活動（卓球、野球ゲーム、ボ

ール投げ、鬼ごっこ等） 

＊何をするか、できるだけ自分で決められ

るように配慮しています。 

＊「自分で選ぶ」という経験が自己選択・

自己決定の力につながっていきます。 

 

ふ
り
か
え
り 

５分 

席に戻り「今日のふりかえり」をしてス

タンプを押してもらいます。 

子どもが納得できるように得点の理由を説

明し、次回の活動につなげます。 

迎えに来られた保護者の方へ、その日の

様子を簡単にフィードバックします。 

次の利用者さんが待っていますので、療育

時間内でのフィードバックにご協力くださ

い。 

 

 

 



４ 「すらら」の利用について 

希望者は団体利用価格で「すらら」を利用することができます。いつでも申込みができますので、希望

される場合は職員までお知らせください。 

＊1か月利用料     ７７０円 

＊ID・パスワードが発行されます。どの端末（パソコン、タブレット）からでも利用できます。 

＊お家で「すらら」を使っての自習をすることもできます。 

EISUみらい塾で使用する際は「イヤホン」の利用をお勧めします。 

＊周りの音を気にせずに集中して学習することができます。 

 

５ 利用時間 

 平日（月～金曜日 祝日は除きます）  11:30～18：30 

 土曜日  特設行事を開催することがあります。（年数回）その日にご希望があれば、通常時と同じ 

      療育内容でのご利用も可能です。詳細は職員にお尋ねください。 

 

６ 利用料金について 

（１）利用料金の 1割負担・上限月額制度について  

 

 

 

 

 

 

世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護受給世帯 ０円 

市町村民税非課税世帯 ０円 

収入が概ね 890万円以下の世帯 4,600円 

上記以外の世帯 37,200円 



放課後等デイサービスは市区町村発行の「受給者証」があれば利用料金の 9 割を市区町村が支払って

くれ、利用者には利用料金の 1 割をお支払いいただく仕組みになっています。利用料金は市区町村で違

い、また、加算があったり減算があったりと細かく決められた計算方法で算出されますが、利用者の負

担額は 1回あたり 750円から 1200円程度（休日利用の場合は少し高くなります。）が一般的です。 

 しかし、ご家庭の収入に応じて月額の上限額が設定されているため、上限額を超えて利用した場合で

も、支払う金額は上限額となります。 

 たくさん利用したら、それだけ利用料金も高くなるのではないかと心配される方もいらっしゃるかも

しれませんが、上限額以上に料金がかかることはないため、安心して利用していただけます。 

  例えば、収入が 600万円の世帯の方が、月 8回（週２回）利用したとすると、１回の利用料金が 1000

円の場合、【 1000円×８＝8000 】ですが、上限額が 4600円なので、4600円の支払いとなります。 

 月 4回（週 1回）だと、【 1000円×４＝4000 】 で、4000円の支払いとなります。 

 収入が 890万円よりも多い場合には、ほぼ【 １回の利用料金×利用回数 】となります。 

 

（２）その他利用料金（月額） 

費目 金額 対象者 

教材費 230円 利用者全員 

「すらら」利用料 770円 「すらら」申込者 

 

 

 

 

 



７ 保護者の方の送迎について  

ご利用の定刻に入室するようにご協力をお願いします。 

また、お迎えは 5 分前に来ていただけると担当職員からの連絡がスムーズにできますのでご協力をお願

いいたします。 

 ＊送迎の際、駐車場での事故に十分ご注意ください。 

 ＊駐車場が満車の場合は並木学院福山高等学校前の駐車場をご利用ください。（16：30以降） 

 ＊お車や応接室で待たれる場合は、16：30以降は並木学院福山高等学校前の駐車場に停めてください。 

 

８ 欠席される場合の連絡について 

欠席される際のご連絡は必ずお電話で、できるだけ当日午前中【10：00～12：00】までにお願いいたし

ます。 

         電話番号  （０８４）９７３－０３０１  

  

 

 

 

利用予定日の 2 営業日前以後になって、キャンセル（利用の中止）の申し出をされた場合、月に 4 回ま

で「欠席」扱いとなり欠席時料金が発生します。「欠席」扱いとなる場合、他の「放課後等デイサービス」

はご利用になれません。（同一日に 2つの事業所を利用することはできません。）     

 

９ 下校時刻・ご利用時間等の確認について 

下校時刻によってご利用開始時刻の変更を希望されている方、お仕事のご都合や通院等で不定期にご利

3日前以前に連絡 2日前の連絡 1日前の連絡 当日連絡 

キャンセル 

（利用中止） 
欠席 欠席 欠席 



用日の変更がある方については翌月の「ご利用日・下校時刻確認」をさせていただいていますのでご協

力をお願いいたします。前月の中旬ごろに翌月カレンダーをお渡ししますのでご記入の上、ご提出くだ

さい。なお、【〇曜日 △時 30分～□時 30分】と固定枠でご利用いただいている方は提出の必要はござ

いません。 

 

１０ 連絡・相談 

お子様のことで「〇〇が気になる・・・」「EISU みらい塾での様子をもっと詳しく知りたい。」など、お

気軽にご相談ください。その場で対応が難しい場合は、日時を予約していただいての相談になる場合も

ございます。児童発達支援管理責任者に相談したい場合や、ゆっくりと落ち着いて相談されたい場合は

「日時予約」での相談をおすすめします。 

また、苦情受付は児童発達支援管理責任者となっていますので、ご遠慮なくお申し付けください。 

      電話番号  （０８４）９７３－０３０１ 

     E-mail     mirai-f@eisu.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

→ 
「EISUみらい塾」HP  ご覧ください 


